
町からのお知らせ ニュース＆

大
型
連
休
中
は
企
画
番
組
の
再

放
送
等
、
特
別
編
成
で
お
送
り
し

ま
す
。

　

ま
た
、
今
後
さ
ゆ
り
チ
ャ
ン
ネ

ル
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
予
定
で
す
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

（
一
社
）西
会
津
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト

　

☎
45
―
４
４
６
１

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ

さ
ゆ
り
チ
ャ
ン
ネ
ル

５
月
の
放
送
案
内

お知らせ
INFORMATION

　

冬
が
明
け
、
ク
マ
が
エ
サ
を
求

め
て
活
発
に
活
動
す
る
時
期
に

な
り
ま
し
た
。
未
利
用
果
樹
木
の

枝
払
い
や
伐
採
、
生
ご
み
や
収
穫

し
な
い
農
作
物
の
適
切
な
処
分

を
行
い
、
ク
マ
な
ど
の
鳥
獣
を
寄

せ
に
く
い
環
境

作
り
を
心
掛
け

ま
し
ょ
う
。

○
ク
マ
の
出
没
状
況
を
確
認
し

て
か
ら
行
動
し
ま
し
ょ
う
。
も

し
ク
マ
に
遭
遇
し
た
場
合
は
、

大
声
を
上
げ
た
り
背
中
を
向

け
て
逃
げ
た
り
せ
ず
、
落
ち
着

い
て
行
動
し
ま
し
ょ
う
。

○
ク
マ
鈴
、
笛
、
ラ
ジ
オ
な
ど
大

き
な
音
が
出
る
も
の
を
身
に

着
け
、
ク
マ
に
自
分
の
存
在
を

知
ら
せ
ま
し
ょ
う
。

○
早
朝
や
夕
方
、
悪
天
候
の
日
は

特
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

○
子
グ
マ
を
見
か
け
た
ら
引
き

返
し
ま
し
ょ
う
。
親
グ
マ
が
近

く
に
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。

○
通
い
慣
れ
た
里
山
で
も
、
十
分

注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　

毎
年
、
小
型
・
大
型
特
殊
自
動

車
（
農
耕
作
業
車
）
の
死
亡
事
故

が
発
生
し
て
い
ま
す
。
死
亡
事
故

で
一
番
多
い
の
は
、
乗
用
ト
ラ
ク

タ
ー
の
転
倒
事
故
で
す
。

　

農
耕
作
業
車
を
運
転
す
る
際
は

次
の
こ
と
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

○
安
全
キ
ャ
ブ
・
安
全
フ
レ
ー
ム

を
付
け
ま
し
ょ
う
。

○
車
両
点
検
・
修
理
を
し
て
か
ら

作
業
し
ま
し
ょ
う
。

○
危
険
箇
所
を
確
認
し
、
注
意
標

識
な
ど
を
付
け
ま
し
ょ
う
。

○
慌
て
ず
、
焦
ら
ず
、
気
を
抜
か

ず
作
業
し
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
ほ
か
、
ト
ラ
ク
タ
ー
に

ロ
ー
タ
リ
ー
な
ど
の
ア
タ
ッ
チ
メ

ン
ト
を
装
着
す
る
場
合
、
車
幅
を

よ
く
確
認
し
、
対
向
車
と
の
接
触

事
故
防
止
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
装
着
し
た
ま
ま
路
上
を

走
行
す
る
場
合
は
ロ
ー
タ
リ
ー
を

停
止
さ
せ
て
走
行
し
ま
し
ょ
う
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

農
林
振
興
課　

農
政
係

　

☎
45
―
４
５
３
１

農

作

業

中

の

事

故

に

注

意

ク

マ

に

注

意

○
山
菜
採
り
は
周
囲
を
確
認
し
な

が
ら
行
い
、
ク
マ
の
足
跡
や
フ

ン
を
見
つ
け
た
ら
引
き
返
し
ま

し
ょ
う
。

※
ク
マ
を
見
か
け
た
場
合
は
、
時

間
や
場
所
、
頭
数
な
ど
の
連
絡

を
左
記
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

農
林
振
興
課　

林
政
係

　

☎
45
―
４
５
３
１

　

職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
ま
た

は
脱
退
し
た
時
は
、
14
日
以
内
に

国
保
の
変
更
手
続
き
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

◆
手
続
き
が
遅
れ
る
と
…

　

国
保
税
が
請
求
さ
れ
続
け
た

り
、
一
度
に
納
め
る
税
額
が
高
額

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
国
保
の
資
格
喪
失
後
に
誤
っ

て
国
保
の
資
格
確
認
書
等
で
医
療

機
関
を
受
診
し
た
場
合
、
国
保
が

負
担
し
た
医
療
費
を
返
還
す
る
必

要
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

健
康
増
進
課　

国
保
係

　

☎
45
―
４
５
３
２

国
保
の
手
続
き
は

済
ん
で
い
ま
す
か
？

【応募対象者】【応募対象者】
　町民、または町内で働いている人（団体、個人）

【出展企画】【出展企画】
　写真、手芸、絵画、書道などパネル５～７枚分

　※パネルを使って展示します。

町民ミニミニ美術館　町民ミニミニ美術館　作品大募集作品大募集
【出展場所】【出展場所】
　町役場１階の町民ホール

　「町民ミニミニ美術館」

【出展期間】【出展期間】
　 １～２か月間

※応募多数により選考する場合があります。

〈申込み・問い合わせ先〉〈申込み・問い合わせ先〉
　町公民館　☎４５―３２４４　
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「
税
務
職
員
採
用

試
験
」
の
お
知
ら
せ

　

仙
台
国
税
局
で
は
、
税
務
の
ス

ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
す
る

バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
あ
ふ
れ
る
税
務

職
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

国
の
財
政
を
支
え
る
税
務
職
員

に
、
あ
な
た
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て

み
ま
せ
ん
か
。

　

申
込
方
法
や
受
験
資
格
等
の
詳

し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
左
記

ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

仙
台
国
税
局

　

人
事
第
二
課
試
験
研
修
係

　

☎
０
２
２
―
２
６
３
―
１
１
１
１

　

人
事
院
東
北
事
務
局

　

☎
０
２
２
―
２
２
１
―
２
０
２
２

水
道
メ
ー
タ
ー
器
の

交
換
作
業
に
つ
い
て

　

町
内
に
設
置
し
て
い
る
水
道

メ
ー
タ
ー
器
の
一
部
が
検
定
満
了

と
な
る
こ
と
か
ら
、
５
月
か
ら
11

月
に
か
け
て
町
の
委
託
業
者
が

メ
ー
タ
ー
器
の
交
換
作
業
を
行
い

ま
す
。
対
象
と
な
る
家
宅
に
訪
問

し
、
敷
地
内
で
作
業
を
行
い
ま
す

の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

◆
お
願
い

○
交
換
作
業
中
は
５
〜
10
分
程
度

の
断
水
に
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

○
作
業
期
間
中
は
メ
ー
タ
ー
器
周

辺
に
物
を
置
か
な
い
で
く
だ
さ

い
。

※
メ
ー
タ
ー
器
の
交
換
作
業
を
行

う
業
者
は
、
腕
章
を
付
け
て
作

業
を
行
い
ま
す
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

建
設
水
道
課　

上
下
水
道
係

　

☎
45
―
４
５
３
４

高
齢
者
肺
炎
球
菌

ワ

ク

チ

ン

定

期

予

防

接

種

　

高
齢
者
に
多
い
肺
炎
の
一
部
で

あ
る
肺
炎
球
菌
と
い
う
細
菌
に
よ

る
肺
炎
を
予
防
接
種
で
防
ぐ
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

対
象
者
に
は
誕
生
月
に
予
診
票

を
渡
し
ま
す
の
で
、
接
種
を
検
討

く
だ
さ
い
。

◆
対
象
者

昭
和
35
年
４
月
２
日
〜
昭
和

36
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
人

※
昭
和
34
年
度
生
ま
れ
の
人
も
66

歳
の
誕
生
日
前
日
ま
で
接
種
が

で
き
ま
す
。

◆
接
種
期
間

6  5
歳
の
誕
生
日
か
ら
66
歳
の

誕
生
日
前
日
ま
で

◆
自
己
負
担
金

　

２
，
０
０
０
円

※
生
活
保
護
受
給
者
は
無
料

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

健
康
増
進
課　

保
健
係

　

☎
45
―
４
５
３
２

　

今
年
に
入
り
、
全
国
各
地
で
林

野
火
災
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

◆
お
願
い

○
風
が
強
い
日
や
乾
燥
し
て
い
る

日
は
、
た
き
火
を
し
な
い
で
く

だ
さ
い
。

○
た
ば
こ
は
指
定

さ
れ
た
場
所
で

喫
煙
し
、
吸
い

殻
は
必
ず
消
し

て
ポ
イ
捨
て
し

な
い
で
く
だ
さ

い
。

○
火
を
使
用
し
て
い
る
と
き
は
、

そ
の
場
を
離
れ
ず
、
使
用
後
は

完
全
に
消
火
し
て
く
だ
さ
い
。

○
家
庭
ご
み
の
焼
却
は
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。
燃
や
さ
な
い
で
く

だ
さ
い
。

◎
大
切
な
家
や
森
林
を
守
る

た
め
、
林
野
火
災
等
の
予
防

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

町
民
税
務
課　

町
民
生
活
係

　

☎
45
―
２
２
１
５

火

災

予

防

の

お

願

い

　

福
島
レ
ッ
ド
ホ
ー
プ
ス
の
公
式

戦
が
、
今
年
も
さ
ゆ
り
公
園
福
島

レ
ッ
ド
ホ
ー
プ
ス
西
会
津
球
場
で

開
催
さ
れ
ま
す
。

◆
日
時

　

５
月
４
日
（
日
）

　

午
前
11
時
〜　

開
場

　

午
後
１
時
〜　

試
合
開
始
予
定

◆
対
戦
相
手

　

群
馬
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
ペ
ガ
サ
ス

〈
前
売
券
販
売
〉

　

イ
ー
プ
ラ
ス
、
フ
ァ
ミ
リ
ー

マ
ー
ト
、
に
し
あ
い
づ
観
光
交
流

協
会

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

商
工
観
光
課　

商
工
観
光
係

　

☎
45
―
２
２
１
３

福
島
レ
ッ
ド
ホ
ー
プ
ス

公
式
戦
を
開
催
！

県

政

相

談

　

県
で
は
、
県
政
に
関
す
る
相
談

や
要
望
、
県
民
生
活
に
関
す
る
相

談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
相
談

は
無
料
で
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

◆
日
時

月
〜
金
曜
日
の
午
前
９
時
〜
正

午
、午
後
１
時
〜
午
後
４
時（
祝

日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

◆
会
場

県
庁
県
政
相
談
コ
ー
ナ
ー
、
会

津
若
松
合
同
庁
舎
内
県
政
相
談

コ
ー
ナ
ー

◆
県
政
相
談
専
用
電
話
等

◎
県
庁
県
政
相
談
コ
ー
ナ
ー

　

☎
０
１
２
０
―
８
９
９
―
７
２
１

　

☎
０
２
４
―
５
２
１
―
７
０
１
７

◎
県
会
津
地
方
振
興
局
県
政
相
談

コ
ー
ナ
ー
（
会
津
若
松
）

　

☎
０
１
２
０
―
８
９
９
―
７
２
４

交
通
事
故
相
談

　

県
で
は
、
交
通
事
故
に
よ
る
損

害
賠
償
請
求
や
示
談
の
仕
方
な
ど

に
つ
い
て
の
相
談
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
秘
密
は

厳
守
し
ま
す
。

◆
日
時

月
〜
金
曜
日
の
午
前
９
時
〜
正

午
、午
後
１
時
〜
午
後
４
時（
祝

日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

◆
会
場

県
庁
県
政
相
談
コ
ー
ナ
ー

　

※
電
話
に
よ
る
相
談
も
可

　

☎
０
２
４
―
５
２
１
―
４
２
８
１　

交
通
事
故
相
談
員
が
各
合
同
庁
舎

へ
出
向
い
て
相
談
を
受
け
付
け
る

出
張
相
談
（
要
予
約
）
も
実
施
し

ま
す
。
事
前
に
県
政
相
談
コ
ー

ナ
ー
へ
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

福
島
県　

県
民
広
聴
室

　

☎
０
２
４
―
５
２
１
―
７
０
１
３

工
観
光
課
で
お
預
か
り
し
て
い
ま

す
。
該
当
者
に
は
町
役
場
か
ら
通

知
を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
左

記
の
と
お
り
早
め
に
受
領
す
る
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

◆
対
象
者

　

令
和
７
年
２
月
１
日
時
点
で
町

に
住
民
票
が
あ
る
人

◆
持
参
す
る
も
の

・
来
庁
者
の
身
分
証
明
書
（
運
転

免
許
証
・
健
康
保
険
証
な
ど
）

・
印
鑑

・
受
領
証

・
委
任
状
（
代
理
人
の
場
合
の
み
・

本
人
と
代
理
人
の
押
印
必
要
）

◆
受
領
場
所

　

町
役
場
商
工
観
光
課
窓
口

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

　
（
土
日
祝
日
を
除
く
）

◆
受
領
期
間

　

６
月
20
日
（
金
）
ま
で

※
商
品
券
の
利
用
期
限
は
令
和

７
年
６
月
末
で
す
。

〈
問
い
合
わ
せ
先
〉

　

商
工
観
光
課　

商
工
観
光
係

　

☎
45
―
２
２
１
３

西
会
津
町
生
活

支
援
商
品
券
の

受
領
に
つ
い
て

　

町
で
は
、
商
品
券
の
第
８
弾
と

し
て
、
３
月
中
旬
よ
り
町
民
１
人

当
た
り
６
０
０
０
円
の
商
品
券
を

配
付
し
ま
し
た
。

　

長
期
間
不
在
や
、
居
住
不
明
な

ど
の
人
に
つ
い
て
は
、
町
役
場
商

自

動

車

税

の

納

期

限

は

６

月

２

日

　

自
動
車
税
は
、
県
民
の
皆
さ
ん

の
福
祉
の
増
進
、
教
育
な
ど
に
使

わ
れ
て
い
る
大
切
な
税
金
で
す
。

納
期
限
ま
で
に
忘
れ
ず
に
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
納
期
限

６
月
２
日
（
月
）

※
４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
課

税
さ
れ
ま
す
。

◆
納
付
場
所

　

最
寄
り
の
金
融
機
関
、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
払
い
な
ど
に
よ
り
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。
各
種
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
も
利
用
で
き

ま
す
。

　

な
お
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
で

納
付
し
た
場
合
、
領
収
書
お
よ
び

納
税
証
明
書
が
発
行
さ
れ
ま
せ
ん

の
で
、
必
要
な
場
合
は
下
記
ま
で

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
自
動
車
税
の
減
免
申
請

　

障
害
者
手
帳
を
所
持
し
て
い
る

人
の
た
め
に
使
う
自
動
車
で
、
一

定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
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帯状疱疹ワクチン定期予防接種のお知らせ

　帯状疱疹は、子どものときに感染する水ぼうそうのウイルスが原因で起こる皮膚の病気で
す。加齢などで免疫力が低下するとウイルスが再び活性化して発症します。発症すると体に
痛みを伴う水ぶくれができ、水ぶくれが治った後も神経痛が残ることがあります。
　予防接種は生涯で１回のみのため、対象となる人は接種を検討ください。

〈申込み・問い合わせ先〉　健康増進課　保健係　☎４５―４５３２

【対象者】
　65 歳：昭和 35 年４月２日～昭和 36 年４月１日生まれ
　70 歳：昭和 30 年 4 月２日～昭和 31 年４月１日生まれ
　75 歳：昭和 25 年４月２日～昭和 26 年４月１日生まれ
　80 歳：昭和 20 年４月２日～昭和 21 年４月１日生まれ
　85 歳：昭和 15 年 4 月２日～昭和 16 年４月１日生まれ
　90 歳：昭和 10 年４月２日～昭和 11 年４月１日生まれ
　95 歳：昭和５年４月２日～昭和６年４月１日生まれ
100 歳：大正 14 年４月２日～大正 15 年４月１日生まれ
100 歳以上：本年度に限り全員対象となります。

接種期間は令和７年度中です。

自己負担金はワクチンの種類によって異なります。

詳しくは問い合わせください。

　厚生労働省では、子どもや家庭、子どもの健やか
な成長について国民全体で考えることを目的に、毎
年５月５日の「こどもの日」から１週間を「こども
まんなか児童福祉週間」と定めています。
　毎年募集している児童福祉週間標語は、元気で頑
張る子どもたちへの応援や未来へのメッセージを
テーマとしています。

◇令和７年度児童福祉週間標語

５月 5 日から 11 日は５月 5 日から 11 日は
「こどもまんなか児童福祉週間」「こどもまんなか児童福祉週間」

いつだっていつだって
まんまるまんなかまんまるまんなか

こどもたちこどもたち

町内各所で開催 気軽にお越しください
の行政相談・人権相談を行います

　町では、次の日程で特設行政相談所を開設し、役
所や特殊法人などの仕事に対する苦情や意見、要望
の相談に応じます。併せて、さまざまな人権問題に
関する相談に応じる特設人権相談所も開設します。
相談は無料で、秘密は固く守られます。
この機会にぜひ相談ください。

◆行政相談員
　田崎　宗作さん（小杉山）
◆人権相談員
　長谷川　成博さん（梨平）
　長澤　文子さん（芝草）
　鈴木　賢治さん（山口）

◆開催日時・会場（６月２日は人権相談のみ）
５月８日（木）

　　午前９時 30 分～正午　新郷連絡所
　　午後１時～３時 30 分　奥川みらい交流館
５月９日（金）

　　午前９時 30 分～正午　保健センター
　　午後１時～３時 30 分　町役場（第１委員会室）
６月２日（月）

　　午前 10 時～午後３時　町公民館
〈問い合わせ先〉
◎行政相談について
　総務課　総務広報係　☎４５―２２１１
◎人権相談について
　町民税務課　町民生活係　☎４５―２２１５

春

〈受付・問い合わせ先〉
　町商工会　☎４５－３２３５

エネルギー価格高騰の影響を受けている
　　　　　　　町内事業者を支援します

対象：町内事業者
対象経費：業務を行う上で使用した「電気」
　　　　　「燃料（重油やガソリンなど）」
補助率：１／２
補助金額：下限１万円から上限 100 万円

＝ ２２万円以上万円以上
で申請することができます。

令和２年から
令和５年の

任意の同月の合計額

さゆり公園等の利用料金変更のお知らせ
　昨今の物価高騰等による影響を踏まえ、さゆり公園等の施設利用料金を
5 月１日（木）より変更しますのでお知らせします。

施設名 変更後 料金
さゆりオートパーク管理棟
（オートキャンプ場）

町内利用者　2,000 円
町外利用者　3,000 円

施設名 区分 利用単位
変更後 料金 変更前

大人 高校生 小中学生 大人 高校生 小中学生

水泳プール 町外利用者

普通券 １人１回 500 円 400 円 300 円 400 円 300 円 200 円

回数券 11 回分 5,000 円 4,000 円 3,000 円 4,000 円 3,000 円 2,000 円

定期券 1人６ヶ月 7,500 円 5,000 円 3,000 円 6,000 円 4,000 円 2,000 円

施設名 利用単位 変更後 料金

フィールドアスレチック管理棟 １時間あたり
町内利用者　2,000 円
町外利用者　3,000 円

屋内ゲートボール場の暖房機器 １時間あたり
町内利用者　300 円
町外利用者　400 円

さゆり公園管理棟（休憩室A、B、C）
および体育館和室

１時間あたり（１部屋） 300 円

※水泳プールの町内利用者料金の変更はありません。

〈問い合わせ先〉　さゆり公園管理棟　☎４５－４３１７

令和６年７月から
12 月までの

任意の４カ月の合計額

〈問い合わせ先〉　ロータスイン　☎４５―２９００　
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【令和７年度版】住まいに関する補助制度のお知らせ
　町では、移住・定住施策の一環として、住ま
いに関する補助制度を実施しています。補助を
活用する場合は事前に申請が必要となりま
す。詳しくは、企画情報課 西会津のある暮ら
し相談室に気軽に問い合わせください。

■定住住宅整備費補助事業【45歳以下の町民向け】

■移住促進改修費補助事業【移住者向け】　※移住して５年以内の場合も対象

■来て「にしあいづ」住宅取得支援事業【移住者向け】※移住して５年以内の場合も対象

〈申請 ・ 問い合わせ先〉

企画情報課　西会津のある暮らし相談室

　☎ 45―２２３０　　メール iju@town.nishiaizu.fukushima.jp

町ホームページ ▶

メニュー 交付条件 補助基礎額 (A) 補助加算額 (B) 最大補助金

住宅の新築 工事費 500 万円以上
工事費の 10％
最大 100 万円

45 歳以下で＋ 50 万円
町内事業者施工で＋ 50 万円

A＋ B
200 万円

中古住宅の取得 取得費 100 万円以上
取得費の 10％
最大 100 万円

45 歳以下で＋ 50 万円
A＋ B
150 万円

メニュー 交付条件 補助基礎額 (A) 補助加算額 (B) 最大補助金

住宅の改修 工事費 100 万円以上
工事費の 50％
最大 70 万円

 ・空き家バンク登録物件
 ・45 歳以下
 ・町内企業への就職
 ・町内事業者施工
各 10 万円ずつ最大 3件 30 万円

A＋ B
70 万

メニュー 交付条件 最大補助金

空き家の改修 工事費 40 万円以上 事業費の 1/2・上限 100 万円

空き家の登記・相続等 ― 事業費の 1/2・上限 40万円

空き家の清掃 ― 事業費の 1/2・上限 20万円

■空き家整備費補助事業【売りたい貸したい空き家の所有者向け】

メニュー 交付条件 補助基礎額 (A) 補助加算額 (B) 最大補助金

住宅の新築 工事費 500 万円以上
工事費の 10％
最大 50 万円

町内事業者施行で
＋ 50 万円

Ａ＋Ｂ
100 万円

中古住宅の取得 取得費 200 万円以上
取得費の 10％
最大 50 万円

― 50 万円

住宅の増改築 工事費 100 万円以上
工事費の 10％
最大 15 万円

町内事業者施行で
＋ 15 万円

Ａ＋Ｂ
30 万円

認知症になっても希望をもって暮らせる地域に

「チームオレンジにしあいづ」が発足
　日本は世界的に見ても急速に高齢化が進んでおり、「団塊の世
代」全員が 75 歳以上となる今年、認知症患者（軽度認知障害）
は約 700 万人となり、65 歳以上の高齢者の約５人に１人が認知
症になると推計されています。

　認知症は誰もがなりうる病気です。自分自
身、家族や大切な人が認知症と診断されること
があるかもしれません。認知症について、一人
一人が自分ごととして考えていく時代です。

　町では、認知症になっても希望をもって生き生きと暮らしていける地域をつくるため、３月
18 日に「チームオレンジにしあいづ」の決起集会を行いました。これまで、町の事業として
認知症サポーター養成講座やステップアップ講座を開催し、多くの認知症サポーターの養成を
行ってきました。今後は、サポーターを中心にチームを組み、認知症の人の悩みや不安、家族
の希望に寄り添いながら活動を行っていきます。

　「チームオレンジにしあいづ」は、オレンジカフェ「いい
で愛」の開催を中心に、訪問による見守りや声かけなどの活
動を行っています。
　本年度の「いいで愛」は、地区ごとに開催を予定し、お茶
を飲みがら、楽しいイベントを企画しています。
　認知症の方、ご家族、「チームオレンジにしあいづ」に興
味がある方の参加をお待ちしております。

西会津町地域福祉計画・西会津町地域福祉活動計画を策定しました

　本計画では、地域の皆さんが共に支え合い、助け合える地域共生社会の実現を
目指し、「元気かい 声かけ合って支え合う この町が好き ずーっと、西会津」を
キャッチフレーズとしています。
　全戸配付した計画概要版により、家族や近所でぜひ取組んでください。
　　　　　　　　　　　　　　【問い合わせ先】
　　　　　　　　　　　　　　町役場　福祉介護課　福祉係　☎４５－２２１４
　　　　　　　　　　　　　　社会福祉協議会　☎４５－４２５９

▲認知症サポーター
キャラバンマスコット

▲「チームオレンジにしあいづ」の皆さん

▲「チームオレンジにしあいづ」

コーディネーター　青津泰平さん

認知症の人とその家族を地域で支え、共に生きる。

【問い合わせ先】　地域包括支援センター　☎４５―３３２７
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【注意】休日当番医・歯科医は変更になる場合があります。
　　　ご確認の上ご利用ください。

土曜診療日（第１・３・５土曜）

５月の休日当番医

５月の休日歯科医
日 医療機関名 電話番号 市町村

３日（土） さいとう歯科医院 0242（29）4618

会津若松

４日（日） 飯寺ファミリー歯科クリニック 0242（27）0648
５日（月） さんデンタルクリニック 0242（77）0032
６日（火） 瓜生歯科医院 0242（22）2818
11 日（日） 白虎歯科クリニック 0242（25）1110
18 日（日） 大塩歯科医院 0242（38）4567
25 日（日） 渡部歯科医院 0242（26）3762

日 医療機関名 電話番号 市町村

３日（土）
憲法記念日

荒川胃腸科内科クリニック 0242（32）2201
会津若松

七日町クリニック 0242（32）2411
武田医院 0241（27）4031

喜 多 方
有隣病院 0241（24）5021

４日（日）
みどりの日

わかまつインターベンションクリニック 0242（32）1558
会津若松

佐瀬皮膚科医院 0242（33）1122
手代木医院 0241（22）0034

喜 多 方
佐原病院 0241（22）5321
遠山眼科医院 0242（83）2011 会津坂下

５日（月）
こどもの日

さいとう内科胃腸科クリニック 0242（38）3717
会津若松前田眼科医院 0242（27）0707

県立医科大学会津医療センター 0242（75）2100
鳴瀬病院 0241（24）3333 喜 多 方

６日（火）
振替休日

遠山胃腸科内科医院 0242（24）8911
会津若松

えんどうクリニック 0242（33）0700
福田耳鼻咽喉科醫院 0241（24）4187

喜 多 方
有隣病院 0241（24）5021
坂下厚生総合病院 0242（83）3511 会津坂下

11 日（日）

吉田内科 0242（27）0537
会津若松

山口皮ふ科医院 0242（28）9119
みつはし医院 0241（21）1311

喜 多 方
佐原病院 0241（22）5321

18 日（日）

斎藤医院 0242（27）1112
会津若松五十嵐整形外科ペインクリニック 0242（36）5501

県立医科大学会津医療センター 0242（75）2100
山田産婦人科医院 0241（22）3032 喜 多 方

25 日（日）

手塚医院 0242（27）5618
会津若松

石田眼科医院 0242（27）0858
ゆうゆうクリニック 0241（22）2111

喜 多 方
有隣病院 0241（24）5021

納税・公共料金

◆水道料金・下水道料金
◆ケーブルテレビ使用料
◆インターネット使用料
　納期限　５月 12日（月）

◆固定資産税第１期
◆土地改良区
　一般賦課金（全期）
　納期限　６月２日（月）

   　   診療所の土曜・
    　   整形外科診療日

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

〈問い合わせ先〉
西会津診療所　☎ 45-4228

整形外科診療日
（第１・３・５水曜、第２・４金曜）

心配ごと相談日

◆日時
　５月７日（水） 、 27 日（火）
　各日午前９時～正午

◆場所
　老人憩の家

〈問い合わせ先〉
町社会福祉協議会
 ☎ 45-4259
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